
昼間時間帯における志染駅～三木駅区間の増便について 

 

令和２年３月１４日のダイヤ改正から、午前１１時台～午後２時台の志染

駅～三木駅区間の上下各４便の増便を、社会実験として２年間、三木市の施

策により実施している。 

 

１ 増 便 の 目 的 

 (1) 志染駅～三木駅区間における昼間時間帯の運行便数について、１時

間に１便から３０分に１便とすることにより、これまでの不便さを解

消し、乗車機会の拡大による粟生線利用を促進する。 

 (2) 三木駅再生に向けた取組と併せ、沿線地域のにぎわい創出を図ると

ともに、観光客など、沿線外からの来訪者も三木市内へアクセスしや

すい環境をつくる。 

 

２ 増 便 開 始 日 

  令和２年３月１４日（土） 

 

３ 運 行 日 

  毎日 

 

４ 増 便 時 間 帯 

 午前１１時台～午後２時台（上下各４便） 

 

５ 増便実施期 間 

 ２年間（社会実験） 

 

６ 事業費（予算額） 

 (1) 令和２年度 ３，０００万円 

 (2) 令和３年度 ２，０００万円以内 

 

７ そ の 他 

午前１０時台における志染駅～小野駅区間の上下各１便については、神

戸電鉄株式会社が独自に増便している。 
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